
田中さとみ農業委員（左）と中村康朗さん（右）

　今回ご紹介する方は、江南区沢海で農業を営む中村康朗さんです。有機の露地野菜作りに励んでおり、

レストラン・居酒屋・個人に宅配しています。実家の畑でお祖母様が野菜作りをしていますが、その担

い手として、１年間農家（弦巻重輝さん：江南区久蔵興野）へ研修に行き、本格的に農業経営を始めま

した。

　飲食業勤務の経験により、料理人目線での、多種多様の野菜（60種類以上）を作付けしていて、除草

剤はもちろん化学肥料及びマルチの使用もなく、堆肥だけを使って土づくりをしています。取材当日は

晴天が続き、雨が待ち望まれた畑には、京野菜・西洋野菜など多種類の苗の入ったケースが数多く並べ

られていました。

～～～最終ページに中村康朗さんの記事が続きます。～～～
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新潟市中央農業委員会
新潟市江南区泉町3丁目4番5号
江南区役所　３階
ホームページ（新潟市）
http://www.city.niigata.lg.jp/

管理係 382－4964
農政振興係 382－4966
農地係 382－4974

農業委員会だより
～中央農業委員会の所管区域～
　鳥屋野地区・石山地区・山潟地区・大形地区・曽野木地区・両川地区
　大江山地区・亀田地区・横越地区



農業委員会の統合について
　新潟市では、区域を超えた農業者の皆様の耕作状況等にも対応できるよう、現在市
内にある中央農業委員会をはじめとする６つの農業委員会を、来年度に以下のとおり
統合することを予定しています。
　許可申請や証明発行などの事務手続きは、江南区役所内の事務所でこれまでと同様
に行うことができます。

１　統合年月日　令和４年４月１日

２　統合後の名称　取扱い業務等

項　目 統 合 前 統 合 後

名　称

新潟市北区農業委員会
新潟市中央農業委員会
新潟市秋葉区農業委員会
新潟市南区農業委員会
新潟市西区農業委員会
新潟市西蒲区農業委員会

新潟市農業委員会

事務局
事務所

新潟市北区農業委員会 事務局
新潟市中央農業委員会 事務局
新潟市秋葉区農業委員会 事務局
新潟市南区農業委員会 事務局 
新潟市西区農業委員会 事務局
新潟市西蒲区農業委員会 事務局

新潟市農業委員会 北区事務所
新潟市農業委員会 中央事務所
新潟市農業委員会 秋葉区事務所
新潟市農業委員会 南区事務所
新潟市農業委員会 西区事務所
新潟市農業委員会 西蒲区事務所

取扱い
業務

・農地法関係の許可申請、届出等
・証明の発行等
・農地の貸し借り等その他相談
・農地パトロール等の委員会活動

業務項目は、以前と変わらず受付可能
複数地区の農地も各区事務所で届出が
可能になります

３　統合に関するお問い合わせ先

　　新潟市中央農業委員会事務局　TEL 025－382－4964

　　新潟市農林水産部農林政策課　TEL 025－226－1764

老後の安心は国民年金＋農業者年金

加入資格・60歳未満の国民年金第１号被保険者

　　　　・農業に年間60日以上従事している方

※詳細はお近くの

JA・農業委員会事務局または下記HPへ

http://www.nounen.go.jp

　　　　購読しませんか?

★農家の経営と暮らしに役立つ情報誌

★毎週金曜日発行

★購読料１か月700円

★購読の申込み先

農業委員・農地最適化推進委員

農業委員会事務局まで（TEL382‐4966）

中央農業委員会だより令和３年８月６日 第55号　（2）



農業委員・農地利用最適化推進委員を募集します

「新潟市農業委員会（統合後）」の各委員を以下により募集します。

  農　業　委　員

▶業　　務　　農地に係る許認可
　　　　　　　農地利用の最適化の推進に係る業務

　　　　　　　　◇担い手への農地利用の集積・集約化

　　　　　　　　◇耕作放棄地の発生防止・解消

　　　　　　　　◇新規就農者の確保

　　　　　　　毎月の会議（総会、部会等）及び現地調査等

▶募集人員　　24人以内（全市合計）  
▶対　　象　　 農業に関する知見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事

項、その他の農業委員会の所掌に関する事項に関し、その職務を適

切に行うことができる方

▶任　　期　　令和４年４月１日～令和７年３月31日
▶報　　酬　　43,000円以内（月額）

  農地利用最適化推進委員

▶業　　務　　担当地区において、農地利用の最適化の推進に係る業務
　　　　　　　　◇担い手への農地利用の集積・集約化

　　　　　　　　◇耕作放棄地の発生防止・解消

　　　　　　　　◇新規就農者の確保

　　　　　　　毎月の会議（部会、委員会等）及び現地調査等

▶募集人員　　25人以内（中央・東・江南区内）　※担当区域ごとに募集します。
▶対　　象　　 農業に関する知見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事

項、その他の農業委員会の所掌に関する事項に関し、その職務を適

切に行うことができる方

▶任　　期　　委嘱の日（令和４年４月初旬）～令和７年３月31日
▶報　　酬　　40,000円以内（月額）

 応 募 方 法　　団体や個人からの推薦、自らの応募

　　　　　　　　※所定の様式を提出してください。詳しくは募集要項をご覧ください。

 募 集 期 間　　令和３年10月１日（金）～令和３年11月１日（月）

 募集要項の入手方法　募集期間内に新潟市中央農業委員会事務局、江南区産業振興課で配布

　　　　　　　　新潟市のホームページからもダウンロードできます。

 お問い合せ先　 【農業委員の募集に関すること】

　　　　　　　　新潟市農林水産部農林政策課　TEL 025－226－1764
　　　　　　　　【農地利用最適化推進委員の募集に関すること】

　　　　　　　　新潟市中央農業委員会事務局　TEL 025－382－4964
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農業経営基盤強化促進法による「貸借・売買・交換」

農地の賃貸借・売買・交換は、農地法による許可のほかに

農業経営基盤強化促進法でも行えます！

 制度の特色

【農地の貸し借り】

　・ 貸し手は、賃貸借の期間が終了す

れば農地を自動的に返還してもら

える。（離作料の支払い不要）

　・ 貸し手と借り手が引き続き賃貸借

を希望する場合は、更新すること

ができます。

　　※ 貸借期間終了前に案内を送付します。

　　　更新を希望する場合は忘れずに手続きをしてください。

【農地の売買・交換】

　・ 所有権移転の登記は、要望があれば農業委員会事務局が行います。

　・一定の条件により税金の優遇措置が受けられます。

　　※譲渡所得の800万円の特別控除、不動産取得税・登録免許税の軽減措置

 制度の要件

【借り手・買い手要件】

　・自ら耕作すること。（不動産業者が介入していないこと）

【土地の要件】

　・ 取得面積が概ね10a以上であること。（隣接する既存農地を含めることも可）

　・借り手の経営面積が50a以上であること。

　・買い手の経営面積が水田面積換算で260a以上であること。

 届出に必要な書類等

●利用権設定申請書（農業委員会事務局にあり）

　・貸し手（売り手）、借り手（買い手）の双方からの申し出

　・貸し借りは、土地の地番を特定できること

●認印

●売買・交換は土地の登記簿謄本（法務局交付の全部事項証明書）

　※代理申請の場合は、事前にご相談ください。

お問合せ先　農業委員会事務局　農政振興係　☎382－4966
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　 新たな農地制度の普及・定着と目に見える農業委員会活動を推進するため、農業委員会では活動計画の策定などの

目標づくりとその点検・評価を行っています。令和年度の目標とその達成に向けた活動計画を次のとおり作成しました。

○担い手への農地の利用集積・集約化

○新たな農業経営を営もうとする者の参入促進

○遊休農地に関する措置

○違反転用への適正な対応

違反転用地のほとんどが農用地区域内であり、原状回復以外に解決の方法がないこと。

遊休農地の解消面積　　　０.４０ｈａ

目標設定の考え方：　管内農地面積の １％以下の維持

活
動
計
画

農地の利用
意向調査

実施時期

農地の利用状況
状況調査

調査結果取りまとめ時期

調査結果取りまとめ時期

 １１月

　　　　３８人

１１月　～　１２月

 ６月　～　１１月

　１万分の１の地形図を基に管内を農業委員及び農地利用最適化推進委員数で区域割りし、担当
区域内全ての農地を対象に利用状況調査を実施する。また、遊休化している農地や農地以外の
目的に供している農地等、調査内容を図面に記録してもらい、それを基に事務局員が詳細な調査
を実施する。

７月　～　１１月

調査方法

調査実施時期

活　動　計　画

・農業委員会だよりで農地の有効活用・違反転用防止の啓発を２回行う。
・７月に実施予定の農地パトロールで違反転用の現地確認を行い、口頭・文書指導、或いは農地部会委員で構成す
る調査委員会に違反者を呼び出して、是正指導を行う。また、１１月に指導後の現地を再度確認し、対応策を検討す
る。

課　　　　　題

４，４７９.００ｈａ　　

違反転用面積（B）

３．４０ｈａ　　　

現　　　　　状
（令和３年３月現在）

管内の農地面積（A）

調査員数（実数）

１．５３ｈａ　　　

Ｈ３０年度新規参入者
が取得した農地面積

課　　　　　題

　小面積など耕作条件が困難な農地が分散していることから遊休農地となっている。農地中間管理事業を活用した
貸借も、借人を確保することが困難となってきていることから、遊休農地解消に苦慮している。また、農業従事者の高
齢化や、非農家が相続した農地の増加などに伴い、遊休農地の拡大が今後懸念されることから、農地パトロールを
活用した遊休農地の未然防止対策を積極的に実施していく。

 ４，４７９.００ｈａ　　

１.００ｈａ　　

２．９１ｈａ　　

　農業従事者の高齢化や後継者不足により離農する農家が増加していることから、担い手の育成が喫緊の課題であ
る。関係機関との連携や地域に根ざした担い手対策を進めていく必要がある。また、新規就農者の農地確保のた
め、情報提供などの支援を行うことも重要な活動である。

活　動　計　画

Ｒ１年度新規参入者
が取得した農地面積

Ｒ２年度新規参入者
が取得した農地面積

・新規参入に関する窓口として、市と連携し、各種補助制度等に関する情報の他、主に農地に関する情報を提供す
る。（通年）
・青年や女性の新規就農者、企業参入者の掘り起こしを行うため、就農候補地の農地所有者との架け橋となるなどの
支援活動を行う。（通年）

０．０３％　　

参入目標面積

令和３年度の目標

中央農業委員会の令和３年度の目標およびその達成に向けた活動計画

集積面積　　３，５８０.００ｈａ  　　（うち新規集積面積　　　７２.００ｈa）

６５．３９％　　

   農業従事者の高齢化や後継者不足により離農する農家が増加しているため、担い手への農地集積を進めなけれ
ばならないが、農業従事者の減少により新たな担い手の育成確保が課題となる。地域の実情に応じた「人・農地プラ
ン」を推進するとともに、農地中間管理事業を活用し、担い手への農地集積・集約化、併せて担い手の育成確保に
取り組む必要がある。

１ 経営体　　

４．０１ｈａ　　

現　　　　　状
（令和３年３月現在）

これまでの集積面積

４，４７９．００ｈａ　　

集積率管内の農地面積

Ｒ２年度新規参入者数

令和３年度の目標

参入目標数

活　動　計　画

・市策定の「人・農地プラン」に基づき、地域での農業者等の話合いの調整・推進を農業委員と農地利用最適化推進
委員が市と役割分担するとともに、関係団体等と連携し実施する。（通年）
・農地中間管理事業の活用や農業経営基盤強化促進法による利用権設定等により、担い手への農地の集積・集約
を進める。（通年）
・「農業委員会だより」により制度等を周知する。

２，９２８．８０ｈａ　　　

課　　　　　題

課　　　　　題

２．４７ｈａ　　

目標設定の考え方：新潟市農業構想の担い手への農地集積率８５％（令和４年度）

割合（B／A×１００）現　　　　　状
（令和３年３月現在）

管内の農地面積（A） 遊休農地面積（B）

４　経営体 ４　経営体

Ｈ３０年度新規参入者数

新規参入の状況

Ｒ１年度新規参入者数

３　経営体
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・・・・・・農地の賃借・売買等は農業委員会で・・・・・・
農地法に基づく申請・届出締切日（８月～12月）　許可申請は１回、届出は３回受付いたします。

月 申請締切日 届出締切日 月 申請締切日 届出締切日 月 申請締切日 届出締切日 月 申請締切日 届出締切日

８

月
11日（水）

４日（水）
９

月
８日（水）

３日（金）
10

月
11日（月）

５日（火）
11

月
９日（火）

２日（火）

16日（月） 13日（月） 14日（木） 12日（金）

24日（火） 22日（水） 25日（月） 22日（月）

月 申請締切日 届出締切日

※農地の貸借等を希望される方は、農業委員・農地利用最適化推進委員

　または中央農業委員会事務局にご相談ください。
12

月
８日（水）

２日（木）

13日（月）

21日（火）

支
柱
が
な
く
と
も
栽
培
が
出
来
る
工
夫
を
し
て
い
ま
す
。
周
り

の
農
家
が
栽
培
し
て
い
な
い
野
菜
が
多
い
為
、
試
行
錯
誤
し
な

が
ら
、
栽
培
を
進
め
て
い
ま
す
。

今
後
の
こ
と
に
つ
い
て

　

配
達
先
の
食
材
に
果
樹
も
納
品
し
て
欲
し
い
と
要
望
も
あ
る

の
で
、果
樹
栽
培
に
も
挑
戦
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

農
業
に
魅
力
を
感
じ
て
就
農
し
た
の
で
す
が
、
多
種
類
の
農

作
物
の
栽
培
を
し
て
い
る
為
、
効
率
化
・
省
力
化
の
で
き
る
栽

培
方
法
・
納
品
の
方
法
考
え
て
い
ま
す
。

　

無
農
薬
栽
培
な
の
で
、
害
虫
・
病
気
に
は
特
に
気
を
付
け
て

い
ま
す
。
コ
ン
パ
ニ
オ
ン
プ
ラ
ン
ツ
（
混
植
）
に
よ
り
、
お
互

い
の
野
菜
に
ど
の
よ
う
な
効
果
が
あ
る
か
を
試
し
な
が
ら
栽
培

し
て
い
る
為
、
野
菜
の
点
検
は
欠
か
す
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

　

冬
季
間
は
露
地
栽
培
だ
け
で
は
栽
培
数
も
限
ら
れ
る
の
で
、

施
設
野
菜
も
検
討
し
て
い
ま
す
。

田
中
さ
と
み
農
業
委
員
の
話

　

中
村
さ
ん
は
、
中
央

区
か
ら
通
い
農
業
で
、

農
地
は
江
南
区
沢
海
地

区
・
焼
山
地
区
で
経
営

規
模
の
拡
大
と
高
品
質

の
有
機
野
菜
を
生
産
す

る
農
家
で
す
。
有
機
野

菜
の
為
、
草
取
り
が
大

変
だ
と
い
う
こ
と
で
し

た
が
、
終
始
笑
顔
で
充

実
さ
が
伝
わ
っ
て
き
ま

し
た
。

野菜点検中の中村さん（スイスチャード）

中央農業委員会だより令和３年８月６日 第55号　（6）

※紙面の記事・写真の無断転載を禁じます。
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